
静岡市ふるさと応援寄附金返礼品等取扱事業者募集　Ｑ＆Ａ

№ 項目 質問 回答

1 募集要項
P3

2 募集条件

(2)　返礼品について
イ　平成31年４月１日付総務省告示第179号第５条
に規定される総務大臣が定める基準（以下、「地場
産品基準」という。）及び令和２年７月16日付総務
省市町村税課通知「ふるさと納税に係る指定制度の
運用についてのＱ＆Ａについて」に適合するもので
あること。

市内外から水揚げした鮪を静岡市内の工場で、サクやネギト
ロ、切り落としといった加工をしていますが、【総務省告示
地場産品基準（抜粋）】の１～７のいずれに該当しますか。

市内で水揚げされた鮪については、【総務省告示　地場産品
基準（抜粋）】の１に該当すると考えられますが、
市外で水揚げした鮪を市内の工場で加工している場合は、加
工の内容等を踏まえ、【総務省告示　地場産品基準】の３に
ついての該当の可否等を本市審査委員会において総合的に判
断することになりますので、提案書に製造・加工の工程につ
いて詳細をご記入いただき、ご応募ください。

2 募集要項
P3

2 募集条件

(2)　返礼品について
ウ　返礼品の安定的供給を確保するため、提案内容
と同一の物品等（物品又は役務の提供）について、
1年以上の通信販売実績があること。

１年以上の通信販売実績のある商品とない商品を組み合わせ
た商品は提案可能でしょうか。

可能です。

3 集荷について、宅配業者は指定でしょうか。
集荷等については、取扱事業者として決定された後、委託事
業者から詳しい説明があります。（参考：宅配業者は、返礼
品提供事業者側で選択可能）

4
送り状の作成や発送の段取りはどのようになるのでしょう
か。

集荷等については、取扱事業者として決定された後、委託事
業者から詳しい説明があります。（参考：宅配業者のシステ
ム利用可能）

5
寄附者が返礼品を受け取ることができなかった場合は、再発
送となるのでしょうか。その場合の費用はどうなるのでしょ
うか。

集荷等については、取扱事業者として決定された後、委託事
業者から詳しい説明があります。（参考：寄附者の長期不在
等によって再配送が発生する可能性はありますが、再配送分
の返礼品代を返礼品提供事業者様に負担いただくことはあり
ません。）

6
総務省告示「地場産品基準」（抜粋）７項目のうち、１項目
でも該当すれば応募できるのでしょうか。

(２)イについては、７項目のうち、いずれかに該当すること
が応募の条件となります。

7

他市の業者から仕入れた生鮮品を、静岡市内の店舗で調理・
加工し、パック詰めしたものは、【総務省告示　地場産品基
準（抜粋）】のうち、「三　本市内において返礼品等の製
造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相
応の付加価値が生じているものであること。」に該当すると
みなし、応募可能でしょうか。

【総務省告示　地場産品基準】等を踏まえ、本市審査委員会
において個々の案件ごとに判断することになりますので、提
案書に製造・加工の工程について詳細をご記入いただき、ご
応募ください。

募集要項
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2 募集条件

(2)　返礼品について
イ　平成31年４月１日付総務省告示第179号第５条
に規定される総務大臣が定める基準（以下、「地場
産品基準」という。）及び令和２年７月16日付総務
省市町村税課通知「ふるさと納税に係る指定制度の
運用についてのＱ＆Ａについて」に適合するもので
あること。

募集要項


